
 

令和４年１２月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第７４号 

松伏町教育委員会委員の任命について 

１ 趣旨 

 松伏町教育委員会委員渡邊淳子氏の任期は、令和４年１２月１６日で満了となるが、

再び渡邊淳子氏を同委員に任命することについて同意を求めるもの 

２ 任期 

  令和４年１２月１７日から令和８年１２月１６日まで 

 

議案第７５号 

個人情報の保護に関する法律施行条例 

１ 趣旨 

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定め

るための条例の制定 

２ 内容 

（１）実施機関（第２条関係） 

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定

資産評価審査委員会とする。 

（２）個人情報ファイル（第３条及び第４条関係） 

ア 保有等に関する事前通知 

実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、町長に対

し、通知しなければならない。また、通知した事項を変更しようとするとき及び保

有をやめたときも同様とする。 

イ 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表 

実施機関は、本人の数が当該実施機関が定める数未満の個人情報ファイルについ

て、個人情報ファイル簿に準ずる帳簿として条例個人情報ファイル簿を作成し、公

表しなければならない。 

（３）手数料等（第５条関係） 

保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付により保有個人情報

の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

（４）審査会への諮問（第６条関係） 

実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を

聴くことが特に必要であると認めるときは、松伏町情報公開・個人情報保護審査会に

諮問することができる。 

（５）施行の状況の公表（第７条関係） 

町長は、毎年度、各実施機関における施行の状況を取りまとめ、その概要を公表す

るものとする。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和５年４月１日 

（２）松伏町個人情報保護条例の廃止 

（３）経過措置 

廃止前の松伏町個人情報保護条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、

従前の例によることとする等必要な経過措置を設ける。 



 - 1 - 

（４）関係条例の一部改正 

ア 松伏町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正 

イ 松伏町情報公開条例の一部改正 

 

議案第７６号 

松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

職員の給料月額及び勤勉手当の額を改定するとともに、規定の整備をするための条例

の改正 

２ 内容 

（１）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第１条） 

  ア 令和４年１２月期に支給される職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ０．９５月 １．０５月 

イ 令和４年１２月期に支給される再任用職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改

定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ０．４５月 ０．５０月 

ウ 行政職給料表の給料月額の改定 

平均引上額 ６３３円 

平均改定率 ０．２％ 

  エ その他規定の整備 

（２）松伏町職員の給与に関する条例の一部改正（第２条） 

ア 令和５年度以降に支給される職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ０．９５月 
１．００月 

１２月期 １．０５月 

イ 令和５年度以降に支給される再任用職員の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定

する。 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ０．４５月 
０．４７５月 

１２月期 ０．５０月 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日。ただし、２（２）は、令和５年４月１日 

（２）経過措置 

ア ２（１）アからウまでは、令和４年４月１日から適用する。 

イ ２（１）アからウまでを適用する場合においては、２（１）による改正前の松伏

町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、２（１）による改

正後の松伏町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 

 

議案第７７号 

松伏町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を改定
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するとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）国民健康保険税の課税限度額の改定（第２条関係） 

国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を次

のとおり改定する。 

区   分 現   行 改 定 後 

基 礎 課 税 額 ６３万円 ６５万円 

後期高齢者支援金等課税額 １９万円 ２０万円 

介 護 納 付 金 課 税 額 １７万円 １７万円 

合       計 ９９万円 １０２万円 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和５年４月１日 

（２）経過措置 

２は、令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

議案第７８号 

町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町長、副町長及び教育長並びに議会の議員の期末手当の額を改定するとともに、規定

の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第１条） 

  ア 町長及び副町長に支給される令和４年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１５月 ２．２５月 

  イ その他規定の整備 

（２）町長等の給与等に関する条例の一部改正（第２条） 

   町長及び副町長に支給される令和５年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．１５月 
２．２０月 

１２月期 ２．２５月 

（３）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第３条） 

  ア 教育長に支給される令和４年１２月期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１５月 ２．２５月 

  イ その他規定の整備 

（４）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第４条） 

教育長に支給される令和５年度以降の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．１５月 
２．２０月 

１２月期 ２．２５月 

（５）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第５条） 
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   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される令和４年１２月

期の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

１２月期 ２．１５月 ２．２５月 

（６）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正（第６条） 

   議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給される令和５年度以降

の期末手当の支給割合の改定 

支 給 月 改 定 前 改 定 後 

６ 月 期 ２．１５月 
２．２０月 

１２月期 ２．２５月 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   公布の日。ただし、２（２）、（４）及び（６）は、令和５年４月１日 

（２）経過措置 

  ア ２（１）ア、（３）ア及び（５）は、令和４年１２月１日から適用する。 

  イ ２（１）ア、（３）ア又は（５）を適用する場合においては、２（１）による改

正前の町長等の給与等に関する条例、２（３）による改正前の松伏町教育委員会教

育長の給与等に関する条例又は２（５）による改正前の議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、それぞれ２（１）

による改正後の町長等の給与等に関する条例、２（３）による改正後の松伏町教育

委員会教育長の給与等に関する条例又は２（５）による改正後の議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

議案第７９号 

松伏町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

１ 趣旨 

地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年の引上げ等に関し必要な事項を定めるた

めの条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町職員の定年等に関する条例の一部改正（第１条） 

ア 職員の定年の引上げ 

    職員の定年を次のとおり、引上げる。 

現  行 改 正 後 

職員の定年は、年齢６０年とする。

ただし、用務員及び調理士の定年

は、年齢６３年とする。 

職員の定年は、年齢６５年とする。 

イ 管理監督職勤務上限年齢制の導入 

   管理監督職の職員で一定の年齢に達した者を他の職に降任等させることとする管

理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、次に掲げる事項等を定める。 

 （ア）管理監督職は、管理職手当を支給される職員の職とする。 

 （イ）管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

 （ウ）管理監督職勤務上限年齢に達した後も、引き続き管理監督職に任用することが

できる特例について、要件等を定める。 

ウ 定年前再任用短時間勤務制の導入 
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    任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職した者であって、その者に係る定

年退職日相当日までの間にあるものを、従前の勤務実績等に基づく選考により、短

時間勤務の職に採用することができる。 

  エ 定年に関する経過措置 

  （ア）職員（用務員及び調理士を除く。）の定年の年齢 

令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における職員（（イ）を

除く。）の定年の年齢については、次のとおりとする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

  （イ）用務員及び調理士の定年の年齢 

     令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における用務員及び調理

士の定年の年齢については、次のとおりとする。 

令和５年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

  （ウ）情報の提供及び勤務の意思の確認 

     当分の間、職員が年齢６０年（用務員及び調理士については、年齢６３年。以

下（ウ）において同じ。）に達する日の属する年度の前年度に、当該職員に対し、

年齢６０年以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情

報を提供するとともに、年齢６０年以後の勤務の意思を確認するよう努めること

とする。 

（２）松伏町職員の分限に関する条例の一部改正（第２条） 

   当分の間、６０歳を超える職員の給料月額の７割措置については、地方公務員法に

規定する降給とみなす。 

（３）職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正（第３条） 

   懲戒処分のうち、減給について、処分の発令後に給料の月額が減額された場合、給

料の月額の１０分の１に相当する額を超える減給について定める。 

（４）松伏町職員の給与に関する条例（第４条） 

ア 当分の間、職員の給料月額は、職員が６０歳に達した日後における最初の４月１

日（特定日）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額に７割を乗じて得た額

とする。 

  イ 管理監督職勤務上限年齢制により降任等された職員であって、引き続き同一の給

料表の適用を受ける職員については、当分の間、給料月額のほか降任等する前の給

料月額に７割を乗じて得た額と降任等した後の給料月額に７割を乗じて得た額との

差額に相当する額を給料として支給する。 

（５）職員の育児休業等に関する条例の一部改正（第５条） 

   育児休業及び育児短時間勤務ができない職員に、管理監督職勤務上限年齢制の特例

により、異動期間（管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における

最初の４月１日までの間をいう。（６）において同じ。）を延長された管理監督職を

占める職員を追加する。 

（６）公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正（第７条） 

   公益的法人等への派遣及び特定法人への退職派遣の対象から除く職員に、管理監督

職勤務上限年齢制の特例により、異動期間を延長された管理監督職を占める職員を追

加する。 
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（７）その他職員の定年の引上げ等に係る規定の整備 

ア 松伏町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正（第６条） 

イ 松伏町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正（第８条） 

ウ 松伏町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（第９条） 

（８）職員の再任用に関する条例の廃止（第１０条） 

   職員の再任用に関する条例を廃止する。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和５年４月１日。ただし、（２）イは、公布の日 

（２）経過措置 

ア 定年退職者等の再任用に関する経過措置 

  令和１４年３月３１日までの間、６５歳に達する日以後における最初の３月３１

   日までの間にある定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、暫定再

   任用職員として、１年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職又は短

   時間勤務の職に採用することができる。 

イ 定年引上げ前における情報の提供及び勤務の意思の確認 

  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の規定により、令

和５年３月３１日までの間に、同年４月１日から令和６年３月３１日までの間に条

例で定める年齢に達する職員に対し、２（１）エ（ウ）の例により、情報の提供及

び勤務の意思確認を行うこととされたことから、当該条例で定める年齢を６０歳と

する。 

ウ その他職員の定年の引上げ等に係る必要な経過措置を講ずる。 

 

議案第８０号 

松伏町手数料条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等

計画の認定の申請に係る住戸部分の取扱いを変更するとともに、規定の整備をするため

の条例の改正 

２  内容 

（１）低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る住戸部分の取扱いの変更（別表関係） 

現   行 改 正 後 

申請に係る一の建築物の住戸のうち同

時に申請された住戸の数 

申請に係る一の建築物の住戸数 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第８１号 

町道３号線道路改築工事（２工区）請負契約の変更契約の締結について 

１ 工  事  名  町道３号線道路改築工事（２工区） 

２ 施 工 箇 所  松伏町大字大川戸地内         

３ 履 行 期 限  令和５年１月３１日 

４ 変更履行期限  令和５年３月３１日 

５ 請 負 業 者  埼玉県北葛飾郡松伏町大字金杉９６８番地１ 
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株式会社鈴木建設 

代表取締役 鈴木 庄衛 

 

議案第８２号 

町道の路線認定について 

路線名 起    点 終    点 重要な経過地 

２－８１ 松伏町田島南１番１地先 松伏町田島南１番１地先 
 

 

 

議案第８３号 

町道の路線の一部廃止について 

路線名 起    点 終    点 重要な経過地 

６８４ 
松伏町大字松伏字八反 

１８９番地先 

松伏町大字松伏字八反 

１８９番地先 
 

 

議案第８４号 

令和４年度松伏町一般会計補正予算（第６号） 

１ 補正前予算額    １０，６８５，６８５千円 

２ 補 正 予 算 額       ３２９，１８４千円 

３ 合     計    １１，０１４，８６９千円 

 

議案第８５号 

令和４年度松伏町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額         ９，１６１千円 

２ 補 正 予 算 額        １３，９５３千円 

３ 合     計        ２３，１１４千円 

 

議案第８６号 

令和４年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     ２，２１３，６３６千円 

２ 補 正 予 算 額         １，４３３千円 

３ 合     計     ２，２１５，０６９千円 

 

議案第８７号 

令和４年度松伏町下水道事業会計補正予算（第１号） 

１ 既 決 予 定 額 

（１）収益的収入       ５０８，７９４千円 

（２）収益的支出       ５０８，７９４千円 

（３）資本的収入       １６９，３１８千円 

（４）資本的支出       ３３０，５３６千円 

２ 補 正 予 定 額 

（１）収益的収入          － 

（２）収益的支出             ０千円 

（３）資本的収入          － 

（４）資本的支出          － 
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３ 合 計 

（１）収益的収入       ５０８，７９４千円 

（２）収益的支出       ５０８，７９４千円 

（３）資本的収入       １６９，３１８千円 

（４）資本的支出       ３３０，５３６千円 

 

 

 


